
 

 

＜組織体制の役割と事業計画＞ 
 
役員         会長：１名、副会長：３名、書記：４名(Ｔ２名)、会計２名(Ｔ１名) 
             

 役員会議、評議会の計画と運営 

 
      事務局    
 
 
評議会       単位ＰＴＡより１名参画、４０名で構成 
             

 総会に次ぐ決定機関。定期的に委員会を開催 

 
      総務委員会  役員、評議員で構成 
                

 伊賀市行政への予算要望 

                伊賀市教育委員会への要望 

                会則、活動、組織、財政、対外活動、事務局運営等のあり方を             

常に研究・検討・実行するとともに、会員の意見反映のため施策              

を講じる 

親睦を目的としたレクリエーション大会を行う 

 
      研修委員会  役員、評議員で構成 
 

単位ＰＴＡ活動の情報交換・研修を目的とした場づくりを行う 

生涯教育の一環としての成人教育研修を行う 

子育て支援のための研修を行う 

人権に関しての研修を行う 
 
      広報委員会  役員、評議員で構成 
 

単位ＰＴＡ及び他郡市Ｐ連からの情報の保管を行う 

伊賀市 PTA 連合会広報紙「いがぴぃ」の発行 

広報紙についての研修を行う 

広報紙コンクールを行う 
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幼稚園部会  役員、各園の園長・本部役員 
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